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○小千谷市障害福祉施設整備費補助金交付要綱 

令和３年３月２３日 

告示第３３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を整備

するため、障害福祉サービス事業所を整備する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内に

おいて小千谷市障害福祉施設整備費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

に関し、小千谷市補助金等交付規則（昭和４４年小千谷市規則第４号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「障害福祉サービス事業所」とは、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条に規定する障

害福祉サービスを行う施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、本市の区域内に

整備する障害福祉サービス事業所において、障害福祉サービス事業を実施する社会福祉

法人等とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者

が、本市において不足している障害福祉サービスを充足するために行う次に掲げる施設

整備事業のうち、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成１７年１０月５

日厚生労働省発社援第１００５００３号）第２の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金

に採択された事業とする。 

(1) 障害福祉サービス事業所を新築する事業 

(2) 既存の障害福祉サービス事業所を増築又は改築する事業（収容定員の増加を伴うも

のに限る。） 

(3) 障害福祉サービス事業所以外の建物の改築又は改修により障害福祉サービス事業

所を整備する事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に掲げ
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る事業に要する工事費とする。ただし、消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く

ものとする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費から国、県その他の機関が交付する補助金の額を控

除した額の２分の１以内の額（当該額に１，０００円未満の端数が生じたときはこれを

切り捨てた額）とし、５００万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、一の建物につき１回を限度とする。 

（交付申請書の添付書類） 

第７条 規則第３条第５号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 補助対象事業に係る見積書の写し 

(2) 補助対象事業に係る施設平面図 

(3) 増築、改築又は改修をする場合にあっては、建物の全体及び当該建物の増築、改築

又は改修をする部分の施行前の写真 

(4) 補助対象事業に係る建物の賃貸借契約書の写し（建物を賃借する場合に限る。） 

（実績報告の添付書類） 

第８条 規則第９条の必要な書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 補助対象経費に係る契約書、領収書その他支出を証する書類の写し 

(2) 新築をした場合にあっては施工後の写真、増築、改築又は改修をした場合にあって

は、施工前及び施工後の写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（書類の整備） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、

補助事業により取得した財産の耐用年数を勘案し市長が定める期間保管しなければなら

ない。 

（検査） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業の適正な遂行を確保するため

必要と認めたときは、補助金に係る帳簿等の関係書類を検査することができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 
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この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


